
⾝体負傷や病気（⼼の病でも）で働けない時だけ
でなく、働きながら受給できることもあるのです
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⽣活を⽀える公的年⾦について
基礎的な知識を学びませんか︕

●年⾦制度のしくみと障害年⾦の基礎知識

第１回 11⽉13⽇（⽉）⽇程

時間

場所

講師

●社員が障害を負ってしまったときの対処法

2023 保険労務⼠法⼈パートナーズメニューセミナー

第２回 25⽇（⼟）

各回とも 11︓00〜11︓40
★ セミナー終了後に無料個別相談会を開催いたします

⾜利商⼯会議所 ３階 会議室

社会保険労務⼠法⼈パートナーズメニュー
社会保険労務⼠ ⼤⼭祐司

参加
無料

＊各回ともに内容は同じです
＊企業の総務・労務ご担当者さま、社員の⽅及びご家族の⽅でも
どなたでもご参加頂けます


